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令和３年１月 29 日 

 

 

 

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課  

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）    御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課 ( 部 ) 

 

 

厚生労働省保険局医療課  

 

 

疑義解釈資料の送付について（その 51） 

 

 

診療報酬の算定方法の一部を改正する件（令和２年厚生労働省告示第 57 号）

等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項に

ついて」（令和２年３月５日保医発 0305 第１号）等により、令和２年４月１

日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑

義照会資料を別添のとおり取りまとめたので、参考までに送付いたします。 
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（別添） 
医科診療報酬点数表関係 

 
【SARS-CoV-2（新型コロナウイルス）抗原検出】 

問１ 令和２年５月 13 日付けで保険適用された SARS-CoV-2（新型コロナウイ

ルス）抗原検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2 抗原の検

出（COVID-19 の診断又は診断の補助）を目的として薬事承認又は認証を

得ているもの」とあるが、令和３年１月 29 日付けで薬事承認された「ア

ドテスト SARS-CoV-2」（アドテック株式会社）及び「プロラスト 

SARS-CoV-2 Ag」（アドテック株式会社）はいつから保険適用となるのか。 

（答）令和３年１月 29 日より保険適用となる。 

 


